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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマ処理システムの処理チャンバ内の安定化プラズマを特定するための方法であっ
て、
　前記処理チャンバ内においてストライクステップを実行してプラズマを発生させること
であって、前記ストライクステップは、
　　前記処理チャンバ内において、前記ストライクステップの後に行われるエッチングス
テップにおけるガス圧よりも高いガス圧を印加することと、
　　前記処理チャンバ内において、前記エッチングステップにおける高周波電力よりも低
い高周波（ＲＦ）電力を維持することと、
　を含む、ことと、
　前記ストライクステップ中に、前記処理チャンバの表面上にあるプローブヘッドを利用
して特性パラメータ測定結果の集合を収集することと、
　前記特性パラメータ測定結果の集合を所定の範囲と照らして比較することと、
を備え、
　前記特性パラメータ測定結果の集合が前記所定の範囲内である場合は、前記安定化プラ
ズマが存在するものであり、
　前記プローブヘッドを利用して特性パラメータ測定結果の集合を収集することは、
　　前記プローブヘッドで電流値と電圧値の時間変化を測定することと、
　　前記測定された電流値の時間変化において、初めの電流値と前記時間変化の変曲点と
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の間の範囲、又は、前記始めの電流値と予め定められたパーセントにおけるパーセント減
衰閾値との間の範囲を、関連性範囲として決定することと、
　　前記測定された電流値と電圧値の間の電流－電圧特性を前記関連性範囲において曲線
適合することによって、前記特性パラメータ測定結果の集合を決定することと、を含む、
方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記プローブヘッドは、容量結合静電（ＣＣＥ）プローブである、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、
　前記プローブヘッドのプラズマ対向表面は、前記処理チャンバのその他のプラズマ対向
部品と同じ材料で作成される、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記特性パラメータ測定結果の集合は、イオン束測定結果の集合である、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記特性パラメータ測定結果の集合は、電子温度測定結果の集合である、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記特性パラメータ測定結果の集合は、浮遊電位測定結果の集合である、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記特性パラメータ測定結果の集合が前記所定の範囲内でない場合は、前記プラズマは
安定化されておらず、修正措置がとられる、方法。
【請求項８】
　ストライクステップを実行してプラズマを発生させる際にプラズマ処理システムの処理
チャンバ内の安定化プラズマを特定するための構成であって、
　前記処理チャンバ内において下部電極上に位置決めされる基板と、
　前記処理チャンバ内において、前記ストライクステップの後に行われるエッチングステ
ップにおけるＲＦ電力よりも低いＲＦ電力を前記ストライクステップで印加する高周波（
ＲＦ）電力源と、
　前記ＲＦ電力と相互作用することによってプラズマを発生させるガスを前記処理チャン
バ内に供給するガス供給システムと、
　前記処理チャンバ内において、前記エッチングステップにおけるガス圧よりも高いガス
圧を前記ストライクステップで印加する圧力モジュールと、
　プラズマ対向センサを含み、前記処理チャンバの表面上に配され、少なくとも、前記ス
トライクステップ中に特性パラメータ測定結果の集合を収集するように構成されたプロー
ブ構成と、
　前記特性パラメータ測定結果の集合を所定の範囲と照らして比較するように構成される
検出モジュールと、
を備え、
　前記特性パラメータ測定結果の集合が前記所定の範囲内である場合は、前記安定化プラ
ズマが存在するものであり、
　前記プローブ構成は、
　　前記プラズマ対向センサで電流値と電圧値の時間変化を測定し、
　　前記測定された電流値の時間変化において、初めの電流値と前記時間変化の変曲点と
の間の範囲、又は、前記始めの電流値と予め定められたパーセントにおけるパーセント減
衰閾値との間の範囲を、関連性範囲として決定し、
　　前記測定された電流値と電圧値の間の電流－電圧特性を前記関連性範囲において曲線
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適合することによって、前記特性パラメータ測定結果の集合を決定する、構成。
【請求項９】
　請求項８に記載の構成であって、
　前記プラズマ対向センサは、容量結合静電（ＣＣＥ）プローブヘッドである、構成。
【請求項１０】
　請求項９に記載の構成であって、
　前記プラズマ対向センサのプラズマ対向表面は、前記処理チャンバのその他のプラズマ
対向部品と同じ材料で作成される、構成。
【請求項１１】
　請求項８に記載の構成であって、
　前記特性パラメータ測定結果の集合は、イオン束測定結果の集合である、構成。
【請求項１２】
　請求項８に記載の構成であって、
　前記特性パラメータ測定結果の集合は、電子温度測定結果の集合である、構成。
【請求項１３】
　請求項８に記載の構成であって、
　前記特性パラメータ測定結果の集合は、浮遊電位測定結果の集合である、構成。
【請求項１４】
　請求項８に記載の構成であって、
　前記検出モジュールは、ソフトウェアアルゴリズムである、構成。
【請求項１５】
　請求項８に記載の構成であって、
　もし前記検出モジュールが、前記安定化プラズマを決定することができない場合は、修
正措置がとられる、構成。
【請求項１６】
　プラズマ処理システムの処理チャンバ内の安定化プラズマを特定するように構成された
コンピュータ可読コードを盛り込まれたプログラム格納媒体であって、前記コンピュータ
可読コードは、コンピュータに、
　前記処理チャンバ内においてストライクステップを実行してプラズマを発生させるため
のコードであって、
　　前記処理チャンバ内において、前記ストライクステップの後に行われるエッチングス
テップにおけるガス圧よりも高いガス圧を印加させるためのコードと、
　　前記処理チャンバ内において、前記エッチングステップにおける高周波電力よりも低
い高周波（ＲＦ）電力を維持させるためのコードと、
　を含む、コードと、
　前記ストライクステップ中に、前記処理チャンバの表面上にあるプローブヘッドを利用
して特性パラメータ測定結果の集合を収集させるためのコードと、
　前記特性パラメータ測定結果の集合を所定の範囲と照らして比較させるためのコードと
、
を備え、
　前記特性パラメータ測定結果の集合が前記所定の範囲内である場合は、前記安定化プラ
ズマが存在するものであり、
　前記特性パラメータ測定結果の集合を収集するためのコードは、
　　前記プローブヘッドで電流値と電圧値の時間変化を測定するコードと、
　　前記測定された電流値の時間変化において、初めの電流値と前記時間変化の変曲点と
の間の範囲、又は、前記始めの電流値と予め定められたパーセントにおけるパーセント減
衰閾値との間の範囲を、関連性範囲として決定するコードと、
　　前記測定された電流値と電圧値の間の電流－電圧特性を前記関連性範囲において曲線
適合することによって、前記特性パラメータ測定結果の集合を決定するコードと、を含む
、プログラム格納媒体。



(4) JP 5427888 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

【請求項１７】
　請求項１６に記載のプログラム格納媒体であって、
　前記プローブヘッドは、容量結合静電（ＣＣＥ）プローブである、プログラム格納媒体
。
【請求項１８】
　請求項１６に記載のプログラム格納媒体であって、
　前記特性パラメータ測定結果の集合は、イオン束測定結果の集合、電子温度測定結果の
集合、及び浮遊電位測定結果の集合のうちの１つである、プログラム格納媒体。
【請求項１９】
　請求項１６に記載のプログラム格納媒体であって、
　前記特性パラメータ測定結果の集合が前記所定の範囲内でない場合は、前記プラズマは
安定化されておらず、修正措置がとられる、プログラム格納媒体。
【請求項２０】
　請求項１６に記載のプログラム格納媒体であって、
　前記特性パラメータ測定結果の集合を前記所定の範囲と照らして比較するための前記コ
ードは、検出モジュールによって実施される、プログラム格納媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　プラズマ処理チャンバ内における基板の処理において、満足のいく結果を得るには、多
くの場合、プロセスパラメータの厳格な管理が必要とされる。これは、最新の高密度集積
回路を製造するために用いられる蒸着、エッチング、洗浄などのプロセスの場合に特に当
てはまる。
【０００２】
　例えば、特定のエッチングプロセスの実行では、プラズマは、基板に対して実際のエッ
チング工程が実施されえる前に、安定し且つよく特性化されている必要がある。よく特性
化された安定したプラズマを開始させるために、多くの場合、ストライクステップ（導入
工程）レシピとして知られる特別なレシピが利用される。このストライクステップでは、
プラズマ点火を確実にするために、プラズマ処理チャンバ内において比較的高いガス圧が
用いられる。高周波（ＲＦ）電力は、多くの場合、基板及び／又はチャンバ部品の不慮の
損傷を阻止するために、低く維持される。ストライクステップは、所定のエッチングレシ
ピにしたがった実際のエッチング（通常、より高ＲＦの電力を用いる）が基板に対して開
始される前に、チャンバ内におけるプラズマ条件が何らかの所定の許容可能レベルに到達
することを保証する。したがって、ストライクステップは、実際のエッチングに適さない
プラズマ条件を伴う可能性がある一方で、それでもなお、満足のいくエッチング結果と高
いデバイス歩留まりとを基板ごとに保証するにあたって非常に重要な工程である。
【０００３】
　先行技術では、ストライクステップは、多くの場合、何らかの所定の最も良く知られる
方法、即ちＢＫＭ（best known method）にしたがって幾らかの任意の期間にわたって実
行される。ストライクステップの持続時間は、通常、テスト基板から得られるフィードバ
ックデータに基づいて事前に経験的に決定され、各エッチングレシピの実行前に実行され
る。例えば、一部のＢＫＭは、エッチングに先立って高信頼性のプラズマ点火及びプラズ
マ安定化を保証するために、５秒間のストライクステップを要求するであろう。通常は、
５秒間の持続時間の１秒目、２秒目、３秒目、又は４秒目にプラズマが点火され安定化さ
れたかどうかに関係なく、５秒間全部のストライクステップが実施される。
【０００４】
　もし所定のストライクステップ持続時間の非常に早い段階で、プラズマが点火され安定
化された場合は、プラズマは既に点火され安定化されており、ストライクステップ持続時
間の残りの部分では有用なエッチングは生じないので、その残りの部分は、基本的に、無
駄な時間を表わす。無駄な時間は、プラズマ処理システムの全体的なスループットを低下
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させ、（生産されるデバイス単位の関数として）プラズマツールの所有コストを増加させ
る。更に、無駄な時間中におけるチャンバ内の導入プラズマの存在は、チャンバ部品の早
期劣化の一因となる（それによって、より頻繁な洗浄サイクル及びメインテナンスサイク
ルを余儀なくさせる）、且つ／又は基板生産の向上及び／若しくは増加の観点からの対応
する利益を伴わない望ましくない基板のエッチングの一因となる。
【０００５】
　他方、もしストライクステップの満了後、プラズマが点火していない又は持続状態にな
い場合は、よく特性化されたプラズマの不在下におけるメインのエッチング工程の開始は
、多くの場合、基板を損傷させる結果となる。
【０００６】
　以上を考慮すると、ストライクステップが成功しているかどうかを検出するための及び
ストライクステップの実施に必要とされる持続時間を最短にするための、改良された技術
が望まれていることがわかる。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明は、一実施形態では、プラズマ処理システムの処理チャンバ内の安定化プラズマ
を特定するための方法に関する。方法は、処理チャンバ内においてストライクステップを
実行してプラズマを発生させることを含む。ストライクステップは、処理チャンバ内にお
いて十分に高いガス圧を印加すること及び処理チャンバ内において低い高周波（ＲＦ）電
力を維持することを含む。方法は、また、ストライクステップ中に、基板表面にごく接近
している処理チャンバの表面上にあるプローブヘッドを利用して特性パラメータ測定結果
の集合を収集することを含む。方法は、更に、特性パラメータ測定結果の集合を所定の範
囲と照らして比較することを含む。もし特性パラメータ測定結果の集合が所定の範囲内で
ある場合は、安定化プラズマが存在する。
【０００８】
　上記の概要は、本明細書において開示される発明の多くの実施形態の１つに関するに過
ぎず、特許請求の範囲において定められる発明の範囲を限定することを意図しない。本発
明のこれらの及びその他の特徴は、発明の詳細な説明において以下の図面との関連のもと
で更に詳しく下記に説明される。
　本発明の第１の形態は、プラズマ処理システムの処理チャンバ内の安定化プラズマを特
定するための方法であって、
　前記処理チャンバ内においてストライクステップを実行してプラズマを発生させること
であって、前記ストライクステップは、
　　前記処理チャンバ内において、前記ストライクステップの後に行われるエッチングス
テップにおけるガス圧よりも高いガス圧を印加することと、
　　前記処理チャンバ内において、前記エッチングステップにおける高周波電力よりも低
い高周波（ＲＦ）電力を維持することと、
　を含む、ことと、
　前記ストライクステップ中に、前記処理チャンバの表面上にあるプローブヘッドを利用
して特性パラメータ測定結果の集合を収集することと、
　前記特性パラメータ測定結果の集合を所定の関連性範囲と照らして比較することと、
を備え、
　前記特性パラメータ測定結果の集合が前記関連性範囲内である場合は、前記安定化プラ
ズマが存在するものであり、
　前記特性パラメータ測定結果の集合を収集することは、
　　前記プローブヘッドで電流値と電圧値の時間変化を測定することと、
　　前記測定された電流値の時間変化において、初めの電流値と前記時間変化の変曲点と
の間の範囲、又は、前記始めの電流値と予め定められたパーセントにおけるパーセント減
衰閾値との間の範囲を、関連性範囲として決定することと、
　　前記測定された電流値と電圧値の間の電流－電圧特性を前記関連性範囲において曲線
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適合することによって、前記特性パラメータ測定結果の集合を決定することと、を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本発明は、添付の図面において限定としてではなく例として示され、図中、類似の参照
符号は、同様の要素を指すものとする。
【００１０】
【図１】ＣＣＥプローブ構成の一例を示している。
【００１１】
【図２】先行技術においてなされるような、イオン電流（時間単位あたりの単位面積あた
りのイオン束）対時間のプロットを示している。
【００１２】
【図３】本発明の一実施形態にしたがった、イオン電流（時間単位あたりの単位面積あた
りのイオン束）対時間のプロットを示している。
【００１３】
【図４－Ａ】プラズマを発生させるために高周波（ＲＦ）源をリアクタチャンバに容量結
合されたプラズマシステムの一部分の簡単な配線図を示している。
【００１４】
【図４－Ｂ１】ＲＦ充電後における電圧対時間のグラフを示している。
【００１５】
【図４－Ｂ２】ＲＦ充電後における収集された電流データのグラフを示している。
【００１６】
【図４－Ｃ】ＲＦバースト間の一時間区間について簡単な電流対電圧グラフを示している
。
【００１７】
【図４－Ｄ】発明の一実施形態における、基板処理中にプラズマを自動的に特性化するた
めの全工程を説明した簡単なフローチャートを示している。
【００１８】
【図４－Ｅ】発明の一実施形態における、関連性範囲及びシード値を決定するための簡単
なアルゴリズムを示している。
【００１９】
【図４－Ｆ１】ＲＦバースト後における電流対時間の一例を示している。
【００２０】
【図４－Ｆ２】ＲＦバースト後における電圧対時間の一例を示している。
【００２１】
【図４－Ｆ３】変曲点の一例を示している。
【００２２】
【図４－Ｆ４】電流対電圧グラフに適用される曲線適合の一例を示している。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　添付の図面に例示される幾つかの実施形態を参照にして、本発明が詳細に説明される。
以下の説明では、本発明の完全な理解を可能にするために、多くの詳細が特定されている
。しかしながら、当業者ならば明らかなように、本発明は、これらの一部又は全部の詳細
を特定しなくても実施されえる。また、本発明が不必要に不明瞭にされないように、周知
のプロセス工程及び／又は構造は詳細に説明されていない。
【００２４】
　発明の実施形態は、ストライクステップの成功裏の完了を検出するために容量結合静電
（ＣＣＥ）プローブを使用することに関する。ＣＣＥプローブは、長い間、プラズマプロ
セスパラメータを測定するために利用されてきた。ＣＣＥプローブは、当該分野において
既知であり、その詳細は、例えば引用によって本明細書に組み込まれる「Method and Dev
ice For Measuring An Ion Flow In A Plasma（プラズマ内のイオン流動を測定するため
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の方法及び装置）」（１９９９年８月１０日）と題された米国特許第５，９３６，４１３
号を含む、公表されている文献から得ることができる。ＣＣＥプローブは、例えば検出感
度が向上される、センサのサイズが小さいゆえにプラズマに対する摂動が最小である、チ
ャンバ壁への取り付けが容易である、センサヘッド上のポリマの付着に反応しにくいなど
を含む、多くの利点を提供する。更に、センサのプラズマ対向表面は、多くの場合、周辺
のチャンバ壁と同じ材料で作成することができるので、それによって、プラズマに対する
摂動を更に最小にすることができる。これらの利点は、ＣＣＥプローブを、プロセスパラ
メータの感知における使用にとって非常に望ましいものにする。
【００２５】
　概して、ＣＣＥプローブ構成は、測定コンデンサの一方の端子につながれたプラズマ対
向センサを伴う。ここで、ＣＣＥプローブ構成の一例が、図１に示される。図１では、測
定コンデンサ１０４の一方の板１０４ａに、（チャンバ１３０の壁内に配される）プラズ
マ対向センサ１０２が接続される。測定コンデンサ１０４のもう一方の板１０４ｂは、Ｒ
Ｆ電圧源１０６に接続される。ＲＦ電圧源１０６は、ＲＦ振動列を周期的に供給し、測定
コンデンサの両端では、ＲＦ振動列の終わりの直後におけるコンデンサ電流放電率を決定
するために測定が実施される。コンデンサ電流放電率を決定するために、測定コンデンサ
１０４とＲＦ電圧源１０６との間に電流測定器１２０が直列に配される。代替又は追加と
して、プローブヘッドの電位を測定するために、板１０４ａとアースとの間に電圧測定器
１２２が接続される。ＣＣＥプローブの構成及び動作に関する詳細は、上記の米国特許第
５，９３６，４１３号において論じられており、本明細書ではこれ以上論じないものとす
る。
【００２６】
　上記のように、チャンバの表面内に、伝導性材料で作成されたプローブヘッドが取り付
けられる。プローブには、短いＲＦ列が印加され、これは、コンデンサ（Ｃｍ）を充電さ
せるとともに、プローブの表面に負電位（地電位に対して数十ボルトの負である）を持た
せる。ＲＦパルスの終わりに続いて、プローブの電位は、Ｃｍの放電とともに減衰して浮
遊電位に戻る。電位が変化する率は、プラズマ特性によって決定される。この放電中、プ
ローブの電位Ｖｆは、電圧測定器１２２によって測定され、プローブにそしてコンデンサ
Ｃｍを流れる電流は、電流測定器１２０によって測定される。曲線Ｖ（ｔ）及びＩ（ｔ）
は、電流電圧特性ＶＩを構成するために使用され、該特性ＶＩは、次いで、信号プロセッ
サによって解析される。これらのデータ点に対して、モデル関数が適用され、浮遊電位Ｖ
ｆ、イオン飽和電流Ｉｓａｔ、及び電子温度Ｔｅの推定値が生成される。更なる詳細につ
いては、「Methods for Automatically Characterizing a Plasma（プラズマを自動的に
特性化するための方法）」と題され、２００８年６月２６日付けで米国特許局に出願され
た同時係属出願（出願番号６１／０７５，９４８号）及び２００９年６月２日付けで米国
特許庁に出願された同時係属出願（出願番号第１２／４７７，００７号）に見いだされ、
本明細書における「考察」に含まれる。
【００２７】
　本発明の１つ又は２つ以上の実施形態にしたがって、ストライクステップの成功裏の完
了の検出を可能にするための、革新的技術が提案される。ここで、発明者らは、イオン束
を監視することによって、イオン束データ内におけるプラズマ点火の信号ステップ特性が
、適切な信号処理ソフトウェア及び／又はハードウェアを使用して検出されえることに気
付いた。プラズマ点火が生じたら、一定期間にわたってイオン束が監視されてよい。プラ
ズマ点火の信号ステップ特性の監視は、プラズマ点火が生じると予期される時間枠内にお
いて実施されてよい。もしこの時間窓内に安定したイオン束の確立が観測される場合は、
プラズマは安定化されたと考えられ、ストライクステップは成功したと見なされる。した
がって、ストライクステップの成功裏の完了は、プラズマ点火事象の検出、及び後続のプ
ラズマパラメータが所定の期間にわたって特定の条件を満たすとの判定の、両方を必要と
する
【００２８】
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　代替又は追加として、電子温度が監視されてもよい。電子温度を監視することによって
、検出されたプラズマ点火事象を確認するための追加の確認データ点が得られる。
【００２９】
　代替又は追加として、プローブヘッドの浮遊電位が監視されてもよい。浮遊電位を監視
することによって、浮遊電位データ内におけるプラズマ点火の信号ステップ特性が、適切
な信号処理ソフトウェア及び／又はハードウェアを使用して検出されえる。プラズマ点火
が生じたら、一定期間にわたって浮遊電位が監視されてよい。もしこの時間窓内に特定の
条件が満たされる場合は、プラズマは安定化されたと考えられ、ストライクステップは成
功したと見なされる。イオン束の監視の場合と同様に、ストライクステップの成功裏の完
了は、プラズマ点火事象の検出、及び後続のプラズマパラメータが所定の期間にわたって
特定の条件を満たすとの判定の、両方を必要とする。
【００３０】
　図２は、先行技術においてなされるような、イオン電流（時間単位あたりの単位面積あ
たりのイオン束）対時間のプロットを示している。図２において、点２００は、ストライ
クステップの開始を表わしている。点２００と点２１０との間の期間は、ストライクステ
ップを表わしている。ステップ２０２は、プラズマの点火を反映している。実際、図２か
らわかるように、プラズマは、点２０４から既に安定化している。先行技術によるＢＫＭ
は、ストライクステップ２００の開始後に一定の期間を要求するので、ストライクステッ
プは、その一定の期間が点２１０において満了するまで継続される。当業者ならば、点２
０４と点２１０との間の期間が、基本的に無駄な時間を表わしていることが容易にわかり
、これは、システムのスループットを低下させるとともに、安定化点の後の長時間に及ぶ
導入プラズマの存在ゆえに基板及び／又はチャンバ部品を損傷させる可能性がある。
【００３１】
　図３は、本発明の一実施形態にしたがった、イオン電流（時間単位あたりの単位面積あ
たりのイオン束）対時間のプロットを示している。図３において、点３００は、ストライ
クステップの開始を表わしている。点３０２は、プラズマの点火を反映している。点火事
象に続いて、プラズマは安定化し始める。点３０４において、プラズマは安定化される。
プラズマの点火は、イオン束及び／又は電子温度及び／又は浮遊電位を監視することによ
って監視されえる。もし点３０２（プラズマの点火）と点３０４との間の時間内における
プラズマ条件が満足のいくものである場合、エッチングプロセスは、点３０４から開始し
てよく、それによって、長時間に及ぶ無駄な時間（先行技術の図２の点２０４と２１０と
の間の時間など）を排除することができる。なお、もしプラズマの点火が検出されなかっ
た（例えばステップ３０２がない）場合は、ストライクステップは失敗したと見なされる
。このように、発明は、プラズマが成功裏に点火された且つ／又は安定化されたかどうか
に関係なく所定のストライクステップ持続時間の満了時にエッチング工程が開始される先
行技術に優る、大きな利点を提供する。
【００３２】
　１つ又は２つ以上の実施形態では、エッチングの一例におけるプラズマ点火や安定化期
間などについて、特性パラメータ測定結果（イオン束測定結果、電子温度測定結果、及び
／又は浮遊電位測定結果など）が実験的に得られてよい。何枚かのテスト基板について、
これらの特性パラメータが突き止められたら、その特性パラメータパターンは、ストライ
クステップが成功裏に完了されたかどうかを判定するために、のちのプロセス実行からの
パラメータ読み取り値と照らして比較するために利用されてよい。
【００３３】
　入射又は反射のＲＦ電力又はＲＦインピーダンスプローブを測定するなどの、先行技術
によるパラメータ測定技術とは対照的に、発明によるＣＣＥプローブをベースにしたスト
ライクステップ検出技術は、高感度である。これは、発明の実施形態が、処理されている
基板の近くにおいて、リアクタ壁に向かうイオン束を直接測定するプローブを使用するか
らである。したがって、プローブによって測定されるイオン束は、基板表面に到着する束
に非常に密接に関係し、この測定を、本質的に絶対的な測定にする。したがって、検出シ
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ステムは、エッチング工程への移行を始動させる前に、イオン束が安定している（例えば
不当な振動、即ち不安定性がない）こと及び設定制御限界内であることを確認しえる。
【００３４】
　この直接的な測定手法は、より非直接的な測定である傾向がある且つストライクステッ
プの検出について誤検出及び／又は検出漏れを発生しがちである且つ較正する又は絶対的
にするのがより困難である先行技術による技術（上記のＲＦ電力測定又はＲＦインピーダ
ンスプローブ測定など）と異なる。
【００３５】
　また、ＣＣＥプローブは、小さいものである傾向があり、プラズマ処理チャンバの周辺
プラズマ対向構造と同一面になるように取り付けられ、チャンバのプラズマ対向部品と同
じ材料で形成されるプラズマ対向プローブ表面を有することが可能であるゆえに、プラズ
マに対する摂動が最小である。更に、電流は、プローブヘッドのプラズマ対向表面上に形
成されえる任意の付着を通じて容量結合されるので、発明によるＣＣＥプローブベースの
ストライクステップ検出技術は、プラズマ対向プローブヘッド上のポリマ付着に反応しに
くい。
【００３６】
　本発明は、幾つかの好ましい実施形態の観点から説明されているが、本発明の範囲内に
入るものとして、代替形態、置換形態、及び均等物がある。また、本発明の方法及び装置
を実現する多くの代替的手法があることも留意されるべきである。本明細書では、種々の
例が提供されるが、これらの例は、例示的であって、発明に対して限定的であることを意
図されない。
【００３７】
　また、名称及び要約は、便宜のために本明細書に提供されており、特許請求の範囲の範
囲を解釈するために用いられるべきでない。更に、要約は、極めて短縮された形で記載さ
れ、便宜のために本明細書に提供されており、したがって、特許請求の範囲に述べられた
発明全体を解釈する又は制限するために用いられるべきでない。もし本明細書において「
集合」という用語が用いられる場合は、このような用語は、ゼロ、１つ、又は２つ以上の
要素を含む普通に理解される数学的意味を有することを意図される。また、以下の添付の
特許請求の範囲は、本発明の真の趣旨及び範囲に含まれるものとしてこのようなあらゆる
代替形態、置換形態、及び均等物を含むと解釈されることを意図される。
【００３８】
　「考察」は、「Methods for Automatically Characterizing a Plasma（プラズマを自
動的に特性化するための方法）」と題され、２００８年６月２６日付けで米国特許局に出
願された同時係属出願（出願番号６１／０７５，９４８号）及び２００９年６月２日付け
で米国特許庁に出願された同時係属出願（出願番号第１２／４７７，００７号）にも見い
だされ、引用によって本明細書に組み込まれる。
【００３９】
「プラズマを自動的に特性化するための方法の考察」
【００４０】
　プラズマ処理の進歩は、半導体産業の成長を導いてきた。標準的な一電子製品のチップ
を供給するには、幾百又は幾千の基板（半導体ウエハなど）が処理されると考えられる。
競争力を有するために、メーカは、最短の処理時間で基板を処理して高品質の半導体素子
に仕上げられる必要がある。
【００４１】
　通常、プラズマ処理中は、基板に悪影響を及ぼす可能性がある問題が発生しえる。処理
されている基板の品質を変える可能性がある重要な要因は、１つには、プラズマ自体であ
る。プラズマを解析するのに十分なデータを得るためには、各基板に関する処理データを
収集するためのセンサが用いられてよい。収集されたデータは、問題の原因を突き止める
ために解析されてよい。
【００４２】
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　考察を進めるため、図４－Ａは、プラズマシステムＡ－１００の一部におけるデータ収
集プローブの簡単な配線図を示している。プラズマシステムＡ－１００は、プラズマＡ－
１０６を発生させるためにリアクタチャンバＡ－１０４に容量結合される、パルス状ＲＦ
周波発生器などの高周波（ＲＦ）源Ａ－１０２を含んでよい。ＲＦ源Ａ－１０２がオンに
されると、外部コンデンサＡ－１０８にバイアス電圧がかけられ、これは、約２６．２ナ
ノファラッド（ｎＦ）でありえる。一例では、ＲＦ源Ａ－１０２は、数ミリ秒（例えば約
５ミリ秒）ごとに小さな電力バースト（例えば１１．５メガヘルツ）を提供して外部コン
デンサＡ－１０８を充電させてよい。ＲＦ源Ａ－１０２がオフにされると、外部コンデン
サＡ－１０８には、極性を持つバイアス電圧が残るので、プローブＡ－１１０は、バイア
スをかけられてイオンを収集する。バイアス電圧が減衰するにつれて、図４－Ｂ１、図４
－Ｂ２、及び図４－Ｃに示されるような曲線が描かれると考えられる。
【００４３】
　当業者ならば、プローブＡ－１１０が大抵は、リアクタチャンバＡ－１０４の壁を背に
して位置決め可能な伝導性の平面を持つ電気プローブであることを承知している。プロー
ブＡ－１１０は、したがって、リアクタチャンバＡ－１０４環境に直接曝される。プロー
ブＡ－１１０によって収集された電流データ及び電圧データは、解析されてよい。レシピ
によっては、プローブＡ－１１０上に非伝導性の付着層Ａ－１１６を付着させる可能性が
あるので、全てのプローブが、信頼できる測定結果を収集できるとは限らない。しかしな
がら、当業者ならば、ＰＩＦ（平面イオン束）プローブが、測定の実施のために直流（Ｄ
Ｃ）を引き込む必要がないその方式ゆえに、非伝導性の付着層にもかかわらずデータを収
集可能であることを承知している。
【００４４】
　プラズマシステムＡ－１００内における電流信号及び電圧信号は、他のセンサによって
測定される。例において、ＲＦ源Ａ－１０２がオフに切り替えられると、電流及び電圧を
それぞれ測定するために、電流センサＡ－１１２及び高インピーダンス電圧センサＡ－１
１４が用いられる。電流センサＡ－１１２及び電圧センサＡ－１１４から収集された測定
データは、次いで、プロットされて電流グラフ及び電圧グラフに作成されえる。データは
、手作業でプロットされてグラフに作成されてもよいし、又はソフトウェアプログラムに
入力されてグラフに作成されてもよい。
【００４５】
　図４－Ｂ１は、ＲＦ充電サイクル後における電圧対時間のグラフを示している。データ
点Ｂ１－２０２において、ＲＦ源Ａ－１０２は、ＲＦ充電がなされた後にオフに切り替え
られている（即ち、ＲＦバースト）。この例では、データ点Ｂ１－２０２において、プロ
ーブＡ－１１０にかかる電圧は、約マイナス５７ボルトである。プラズマシステムＡ－１
００が、休止状態（データ点Ｂ１－２０４とＢ１－２０６との間の区間）に戻るにつれて
、電圧は、大抵は浮遊電圧電位に達する。この例では、浮遊電圧電位は、約マイナス５７
ボルトから約ゼロボルトに上昇する。しかしながら、浮遊電圧電位は、ゼロである必要は
なく、マイナス又はプラスのバイアス電圧電位であってもよい。
【００４６】
　同様に、図４－Ｂ２は、ＲＦ充電後における収集された電流データのグラフを示してい
る。データ点Ｂ２－２５２において、ＲＦ源Ａ－１０２は、ＲＦ充電がなされた後にオフ
に切り替えられている。減衰期間Ｂ２－２５４中に、外部コンデンサＡ－１０８における
戻り電流は、放電されるであろう。一例では、満充電のときに（データ点Ｂ２－２５２）
、電流は、約０．８６ｍＡ／ｃｍ2である。しかしながら、電流は、完全に放電されたと
きに（データ点Ｂ２－２５６）、ゼロに戻っている。このグラフに基づくと、放電は、約
７５ミリ秒かかる。データ点Ｂ２－２５６からデータ点Ｂ２－２５８までの間、コンデン
サは、放電された状態にとどまる。
【００４７】
　電流データ及び電圧データは、一定期間にわたって収集されるので、電流対電圧グラフ
は、時間で統合して時間変数を排除することによって作成されえる。換言すると、収集さ
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れた電流データは、収集された電圧データに対応付けられてよい。図４－Ｃは、ＲＦバー
スト間の一時間区間に及ぶ簡単な電流対電圧グラフを示している。データ点Ｃ－３０２に
おいて、ＲＦ源Ａ－１０２は、ＲＦ充電がなされた後にオフに切り替えられている。
【００４８】
　各ＲＦバースト中に収集されたデータに対して非線形適合を適用することによって、プ
ラズマＡ－１０６が特性化されてよい。換言すると、プラズマＡ－１０６を特性化しえる
パラメータ（例えば、イオン飽和、イオン飽和の傾き、電子温度、浮遊電圧電位など）が
決定されてよい。プラズマＡ－１０６は、収集されたデータによって特性化されてよいが
、パラメータを計算するプロセスは、人による介在を必要とする単調な手作業のプロセス
である。一例では、各ＲＦバースト後（即ち、ＲＦ充電がなされ、次いでオフにされたと
き）に収集されたデータを、ソフトウェア解析プログラムに取り込んでよい。ソフトウェ
ア解析プログラムは、プラズマを特性化しえるパラメータを決定するために、非線形適合
を実施してよい。プラズマを特性化することによって、技術者は、基板の低水準処理を最
小限に抑えるためにどのようにレシピを調整すればよいかを決定できると考えられる。
【００４９】
　あいにく、各ＲＦバーストについてデータを解析する先行技術の方法は、完了までに数
秒の、又は数分もの時間を必要する可能性がある。解析されるべきＲＦバーストは、幾百
万まではいかなくても通常幾千はあるので、レシピのためにプラズマを特性化するには、
計算のために合計で幾時間も費やされると考えられる。ゆえに、先行技術の方法は、プロ
セス制御目的で時宜に即した関連データを提供するのに効果的な方法ではない。
【００５０】
　添付の図面に例示される幾つかの実施形態を参照にして、本発明が詳細に説明される。
以下の説明では、本発明の完全な理解を可能にするために、多くの詳細が特定されている
。しかしながら、当業者ならば明らかなように、本発明は、これらの一部又は全部の詳細
を特定しなくても実施されえる。また、本発明が不必要に不明瞭にされないように、周知
のプロセス工程及び／又は構造は詳細に説明されていない。
【００５１】
　以下では、方法及び技術を含む、種々の実施形態が説明される。発明は、発明技術の実
施形態を実施するためのコンピュータ可読命令を格納されたコンピュータ可読媒体を含む
製造品も対象としえることを、念頭に置かれるべきである。コンピュータ可読媒体は、コ
ンピュータ可読コードを格納するための、例えば半導体、磁気、光磁気、光、又はその他
の形態のコンピュータ可読媒体を含みえる。更に、発明は、発明の実施形態を実施するた
めの装置も対象としえる。このような装置は、発明の実施形態にかかわるタスクを実施す
るための、専用の及び／又はプログラム可能な回路を含みえる。このような装置の例は、
適切にプログラムされたときの汎用コンピュータ及び／又は専用計算装置を含み、コンピ
ュータ／計算装置と、発明の実施形態にかかわる種々のタスクに適応された専用の／プロ
グラム可能な回路との組み合わせを含みえる。
【００５２】
　上記のように、プラズマに関するデータを収集するためにＰＩＦプローブ法が用いられ
、リアクタチャンバ環境内に位置決めされてよい。センサ（例えばＰＩＦプローブ）から
収集されたデータは、リアクタチャンバ内のプラズマを特性化するために用いられてよい
。また、センサは、図４－Ａに示されるように収集表面を用いるので、チャンバの表面に
関するデータも決定されえる。先行技術では、ＰＳＤによって収集されたデータが、解析
に利用可能な即座のデータ源を提供する。あいにく、収集されえるデータの甚大な量が、
時宜に即したデータの解析を困難にしている。幾千の、又は幾百万ものデータ点が収集さ
れえるので、プラズマを正確に特性化するために関連区間を測定する作業は、とりわけデ
ータが大抵は手作業で解析されるゆえに、気の遠くなる作業になるであろう。結果的に、
収集されたデータは、時宜に即したプラズマの特性化をプラズマ処理システムに提供する
のに有用ではなかった。
【００５３】
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　しかしながら、もし、プラズマの特性化に必要とされる関連のデータ点が、収集されえ
る幾千／幾百万のデータ点から特定されるならば、プラズマの特性化に必要とされる時間
は、大幅に短縮されるであろう。発明の実施形態にしたがって、比較的短期間でプラズマ
を自動的に特性化するための方法が提供される。本明細書において説明される発明の実施
形態は、プラズマを特性化するための解析を必要としえるデータ点を減らすために関連性
範囲を特定するためのアルゴリズムを提供する。本明細書において論じられるように、関
連性範囲は、各ＲＦバースト間に収集されえる幾千又は幾百万のデータ点のなかの、より
小さいデータ点の集合を言う。発明の実施形態は、更に、プラズマを特性化するための値
を計算する数学モデルに適用されえるシード値を推定することも提供する。関連性範囲に
対して曲線適合を実施することによって、プラズマを特性化するために利用されえるパラ
メータが計算されえる。
【００５４】
　本発明の特徴及び利点は、以下の図面及び議論を参照にして更に良く理解されるであろ
う。
【００５５】
　図４－Ｄは、発明の一実施形態における、基板処理中にプラズマを自動的に特性化する
ための工程を説明した簡単なフローチャートを示している。基板処理中にＲＦ充電が提供
された状況を考える。
【００５６】
　第１の工程Ｄ－４０２では、電流データ及び電圧データが収集される。一例では、ＲＦ
源がオンにされた後に、ＲＦ充電（パルス）が提供される。ＲＦ充電がオフにされた後は
、リアクタチャンバのチャンバ壁に取り付け可能な平面イオン束プローブなどのプローブ
でデータを収集するために、電流センサ及び電圧センサが用いられてよい。上記のように
、センサによって収集されえるデータ点の数は、幾千又は幾百万に及ぶであろう。一部の
ケースでは、各ＲＦバースト間において幾千から幾万のデータ点が収集されることがあり
、これは、先行技術によるリアルタイムに近い解析をほぼ不可能にする。
【００５７】
　先行技術では、半導体基板処理中に収集される測定データを解析するために、数時間の
時間が充てられることがある。ここで、発明の一態様では、発明者らは、プラズマの特性
化のために各ＲＦバースト間における測定データを解析する必要はないことに気付いた。
その代わりに、もし、データ集合の関連性範囲に対して曲線適合が適用されるならば、プ
ラズマの特性化に利用されえるパラメータが決定されるであろう。
【００５８】
　次の工程Ｄ－４０４では、関連性範囲が決定される。上記のように、関連性範囲は、各
ＲＦバースト間に収集されたデータ集合のなかの小集合を言う。先行技術では、データは
手作業で解析されているので、収集されたデータの甚大な量は、関連性範囲の計算を困難
な作業にする。多くの場合、関連性範囲は、視覚的に推定されえる。関連性範囲を特定す
るにあたっては、データ集合のなかの小集合から、存在しえるノイズが実質的に排除され
てよい。一例では、複雑な基板処理中に、プローブ上にポリマが蓄積され、収集されたデ
ータの一部を歪曲させることがある。例えば、影響を受けるデータの一部は、コンデンサ
が完全に放電された時点で収集されえるデータである傾向がある。関連性範囲を特定する
にあたっては、ポリマの蓄積に関連したデータが、解析から取り除かれてよい。換言する
と、関連性範囲の決定は、プラズマの特性化が不規則ノイズに見舞われることなく行われ
ることを可能にしえる。一例として、関連性範囲がどのように決定されえるかに関しては
、下記の図４－Ｅの考察において論じられる。
【００５９】
　関連性範囲を特定することに加えて、次の工程Ｄ－４０６では、シード値も決定されて
よい。本明細書において論じられるように、シード値は、傾き、電子温度、イオン飽和値
、浮遊電圧電位などの推定値を言う。例えばシード値がどのように推定されえるかに関し
ては、図４－Ｅの考察において提供される。
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【００６０】
　関連性範囲及びシード値は、曲線適合を実施するために用いられる。曲線適合は、次の
ＲＦバースト前に実施される必要があるので、関連性範囲及び／又はシード値を決定する
ために用いられる方法は、最小限のオーバーヘッドで最終適合値に近い値を生成すること
によって、急速な収束を達成するために必要とされえる曲線適合の反復回数を減らす必要
がある。
【００６１】
　関連性範囲及びシード値によって、次の工程Ｄ－４０８では、非線形適合（例えば曲線
適合）が実施されることによって、高価な高性能のコンピュータを必要とすることなく短
期間でプラズマが特性化されることを可能にしてよい。先行技術と異なり、この方法は、
処理のために数分、又は数時間もの時間を必要とする代わりに、一ＲＦバーストに起因す
る減衰区間からの結果がおよそ２０ミリ秒内に特性化されることを可能にする。リアルタ
イムに近い解析能力によって、この方法は、自動制御システムの一部として適用されて、
プラズマ処理中に技術者に関連データを提供しえる。
【００６２】
　図４－Ｅは、発明の一実施形態における、関連性範囲及びシード値を決定するための簡
単なアルゴリズムを示している。図４－Ｅは、図４－Ｆ１、図４－Ｆ２、図４－Ｆ３、及
び図４－Ｆ４との関連で論じられる。
【００６３】
　第１の工程Ｅ－５０２では、各ＲＦバースト中に収集されたデータが、自動的にプロッ
トされる。一例では、電流センサによって収集される電流データがプロットされ、図４－
Ｆ１に示されるような電流対時間グラフＦ１－６００に作成される。別の例では、収集さ
れた電圧データがプロットされ、図４－Ｆ２に示されるような電圧対時間グラフＦ２－６
５０に作成されてよい。データは、先行技術の場合と同様のグラフを生じえるが、先行技
術と異なり、収集されたデータは、人による介在を必要とすることなく自動的に解析プロ
グラムに取り込まれる。或いは、収集された測定データは、プロットされる必要がなく、
その代わりに、解析プログラムに直接取り込まれてよい。その代わりに、グラフは、アル
ゴリズムを説明するための視覚的な例として提供される。
【００６４】
　先行技術と異なり、プラズマを特性化するためにデータ集合全体が解析されるのではな
く、その代わりに、関連性範囲が決定される。関連性範囲を決定するために、次の工程Ｅ
－５０４では、先ず、パーセント減衰点が決定されてよい。本明細書において論じられる
ように、パーセント減衰点は、初めの値がその一定のパーセントまで減衰したところのデ
ータ点を言う。一実施形態では、パーセント減衰点は、解析されるべきデータ区間の終わ
りを表わしてよい。一例において、ＲＦ源がオフに切り換えられたとき、電流値は、約０
．８６ｍＡ／ｃｍ2である。値は、図４－Ｆ１のグラフＦ１－６００上のデータ点Ｆ１－
６０２によって表わされる。もしパーセント減衰点が、初めの値の１０パーセントに設定
されるならば、パーセント減衰点は、データ点Ｆ１－６０４にあり、約０．０８６ｍＡ／
ｃｍ2である。換言すると、パーセント減衰点は、ＲＦ源がオフに切り換えられシステム
が平衡状態に戻っていくときの電荷の値である初めの値の所定のパーセントをとることに
よって決定されてよい。一実施形態では、パーセントは、経験的に決定される。一実施形
態では、データ区間の終わりを決定するためにパーセント減衰点を用いる代わりに、各Ｒ
Ｆバーストについて収集されたデータの一次微分のピークが計算されてよい。
【００６５】
　次の工程Ｅ－５０６では、アルゴリズムは、初めの値と第２の減衰点との間のデータ小
集合であるイオン飽和区間を決定してよい。本明細書において論じられるイオン飽和区間
は、プローブへの電子束が無視できるようにプローブ電位が浮遊電位に対して十分に負で
あるような電流電圧（ＩＶ）曲線の領域を言う。この領域では、プローブへの電流は、電
位の負の度合いが増すにつれて緩やかに線形に増加する。また、イオン飽和区間は、プロ
ーブがシステム内における利用可能イオンを全て収集できるようにバイアス電圧が浮遊電
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電圧が十分高く上昇されるにつれて「飽和」する。また、本明細書において論じられるよ
うに、「利用可能イオン」は、「シース境界」に衝突するイオン束を言い、これは、バイ
アス電圧が更に増加されるにつれて拡大するであろう。
【００６６】
　換言すると、イオン飽和区間は、図４－Ｆ１のデータ点Ｆ１－６０２からＦ１－６０６
までの区間である。一実施形態では、第２の減衰点は、初めの値（即ち、データ点Ｆ１－
６０２）のパーセントをとることによって決定されてよい。一例において、もし第２の減
衰点が、初めの値の約９５パーセントであるならば、第２の減衰点は、約０．８１ｍＡ／
ｃｍ2（即ち、データ点Ｆ１－６０６）である。したがって、イオン飽和区間は、初めの
値（データ点Ｆ１－６０２）から第２の減衰点（データ点Ｆ１－６０６）までである。な
お、第２の減衰点は、初めの値（データ点Ｆ１－６０２）とパーセント減衰点（データ点
Ｆ１－６０４）との間であることがわかる。パーセント減衰点と同様に、第２の減衰点も
また、一実施形態では所定の閾値に基づいてよい。一実施形態では、パーセントは、経験
的に決定される。
【００６７】
　イオン飽和区間が決定されたら、次の工程Ｅ－５０８では、傾き（ｓ）及びイオン飽和
（ｉ0）が推定されてよい。上記のように、傾き（ｓ）及びイオン飽和（ｉ0）は、プラズ
マを特性化するパラメータを決定するために数学モデル（下記の式２）に適用されえる４
つのシード値のうちの２つである。一例では、傾き（ｓ）は、線形回帰を実施することに
よって決定されてよい。別の実施形態では、アルゴリズムは、データ点Ｆ１－６０２とＦ
１－６０６との間のデータ値の平均をとることによってイオン飽和（ｉ0）も決定してよ
い。
【００６８】
　次の工程Ｅ－５１０では、アルゴリズムは、二次微分が符号を変える点である変曲点を
決定してよい。一実施形態では、変曲点は、パーセント減衰点と第２の減衰点との間の電
流値の一次微分の最小値を特定することによって計算されてよい。説明のため、図４－Ｆ
３は、電流信号Ｆ３－６６０のパーセント減衰点（Ｆ３－６６４）と初めの点（Ｆ３－６
６２）との間の値の一次微分を示している。変曲点は、一次微分（Ｆ３－６７０）の最小
データ点であり、（データ点Ｆ３－６６６によって示されるように）－０．０１２ｍＡ／
ｃｍ2の値と２２６の指標値とを有する。変曲値を決定するために、指標値は、電流信号
プロットＦ３－６６０に対してマッピングされている。この例において、一次微分の指標
値が、電流信号Ｆ３－６６０に対してマッピングされているとき、変曲値は、データ点Ｆ
３－６６８によって示されるように、０．４７１４ｍＡ／ｃｍ2である。
【００６９】
　一実施形態では、関連性範囲は、初めの値と変曲点との間の範囲として定義される。そ
の追加として又は代わりとして、変曲点を計算する代わりに（例えば３５パーセントの）
パーセント減衰閾値が設定されてよい。一例において、経験的に決定されえる３５パーセ
ントのパーセント減衰点を使用すると、関連性範囲は、図４－Ｆ１の点Ｆ１－６０２とＦ
１－６０４との間に入るであろう。
【数１】
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【表１】

【００７０】
　変曲点を特定されたら、次の工程Ｅ－５１２では、電子温度が推定されてよい。電子温
度は、上記の式１を用いて推定されてよい。電子温度を計算するために用いられる電流デ
ータ及び電圧データは、プローブが引き込む電流が大抵はイオン飽和電流よりも少ないと
きである推移区間内にある。一実施形態では、電流データ及び電圧データが測定される時
刻は、変曲点に対応していてよい。或いは、電流電圧（Ｉ－Ｖ）曲線の変曲点が用いられ
てもよい。電子温度は、電流電圧曲線上の変曲点に対応する時刻における、一ＲＦバース
トについて収集されたデータの一次微分（パーセント減衰点を計算するにあたって決定さ
れる）の率であるので、その数字を生成するために必要とされえる計算のオーバーヘッド
は、最小限である。
【００７１】
　次の工程Ｅ－５１４では、アルゴリズムは、浮遊電圧電位を決定してよい。浮遊電圧電
位は、収集された電圧データに基づいて決定されるので、浮遊電圧電位は、工程Ｅ１－５
０４～Ｅ－５１２において計算されるような値を最初に決定する必要なく決定されえる。
当業者ならば、浮遊電圧電位が、外部コンデンサが完全に放電された後にプローブが浮遊
する電位であることを承知している。通常、浮遊電圧電位は、次のＲＦバーストの直前に
生じる信号を見ることによって決定されてよい。しかしながら、ポリマの蓄積が歪みを引
き起こす可能性ゆえに、誤ったデータ（即ち、ノイズ）が収集されることがあり、したが
って、浮遊電圧電位は、収集期間の終わり頃に収集される電圧値を平均化することによっ
て計算されてよい。一実施形態では、浮遊電圧電位は、図４－Ｆ２に示されるように、デ
ータ点Ｆ２－６５２（電圧がその浮遊電位に最初に到達するデータ点）からデータ点Ｆ２
－６５４（次のＲＦバーストの直前のデータ点）にかけて計算されてよい。別の実施形態
では、浮遊電圧電位は、図４－Ｆ２に示されるようにデータ点Ｆ２－６５２とＦ２－６５
４との間に位置する窓Ｆ２－６５６内の電圧値に基づいてよい。一実施形態では、窓Ｆ２
－６５６は、先のパルスが９９パーセントを超えて減衰する前に始まって次のパルスが始
まる前に終わる限り、任意のサイズであってよい。一実施形態では、浮遊電圧電位は、標
準偏差（誤差）の小さい平均値を提供する窓から決定されてよい。
【００７２】
　以上からわかるように、関連性範囲及びシード値を決定するための方法は、電流、電圧
、及び／又は電流電圧（Ｉ－Ｖ）曲線に生じえる異常を打ち消す。一例では、ＲＦバース
トの終わりにポリマの蓄積が発生しえる。しかしながら、上記のアルゴリズムを適用する
ことによって、関連性範囲及びシード値は、処理中に発生しえる予想外のアーチファクト
に影響されなくなる。
【００７３】
　関連性範囲が決定されシード値が計算されると、次の工程Ｅ－５１６では、図４－Ｆ４
のグラフＦ４－６８０を作成するために、電流値が電圧値に対してプロットされ曲線適合
が適用されてよい。一例では、曲線適合を実施するために、レベンバーグ・マーカード（
Levenberg-Marquardt）アルゴリズムが適用されてよい。曲線適合グラフを作成すること
、及び下記の式２のような数学モデルにシード値を適用することによって、プラズマを特
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【数２】

【表２】

【００７４】
　本発明の１つ又は複数の実施形態からわかるように、プラズマ処理中にプラズマを特性
化するための自動化された方法が提供される。関連性範囲及びシード値の集合を決定する
ことによって、一ＲＦバースト後に大抵収集される幾千又は幾百万のデータ点を処理する
必要なくプラズマの特性化が生じえる。自動化されたこの方法は、手作業によるこれまで
の単調なプロセスを、迅速に且つ効率良く実施されえる自動的な作業に転換する。データ
解析を数分（又は数時間）から数ミリ秒に大幅に短縮されたことによって、プラズマ特性
化は、製造プロセス後の代わりにプラズマ処理中に実施されえる。したがって、関連性デ
ータは、現時点のプラズマ環境を明らかにすることによって、レシピ及び／又はツールの
調整を行うこと並びに廃棄を最小限に抑えることを可能にしえる。
【００７５】
　本発明は、幾つかの好ましい実施形態の観点から説明されているが、本発明の範囲内に
入るものとして、代替形態、置換形態、及び均等物がある。また、本発明の方法及び装置
を実現する多くの代替的手法があることも留意されるべきである。本明細書では、種々の
例が提供されるが、これらの例は、例示的であって、発明に対して限定的であることを意
図されない。
【００７６】
　また、名称及び要約は、便宜のために本明細書に提供されており、特許請求の範囲の範
囲を解釈するために用いられるべきでない。更に、要約は、極めて短縮された形で記載さ
れ、便宜のために本明細書に提供されており、したがって、特許請求の範囲に述べられた
発明全体を解釈する又は制限するために用いられるべきでない。もし本明細書において、
「集合」という用語が用いられる場合は、このような用語は、ゼロ、１つ、又は２つ以上
の要素を含む普通に理解される数学的意味を有することを意図される。また、以下の添付
の特許請求の範囲は、本発明の真の趣旨及び範囲に含まれるものとしてこのようなあらゆ
る代替形態、置換形態、及び均等物を含むと解釈されることを意図される。
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【図４－Ｃ】 【図４－Ｄ】
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【図４－Ｅ】 【図４－Ｆ１】

【図４－Ｆ２】 【図４－Ｆ３】
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【図４－Ｆ４】
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